
 

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律（水銀汚
染防止法）等に関する説明会」の開催について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

１．趣旨 

平成 25 年 10 月に熊本市及び水俣市において「水俣条約に関する外交会議」が開催され、

水銀に関する水俣条約（以下「条約」といいます。）の採択及び署名が行われました。条

約では水銀の輸出入、製品への使用、環境への排出・放出、廃棄等のライフサイクル全体

を管理する包括的な水銀対策が求められています。 

条約の実施のため、平成 27 年に水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成 27 年

法律第 42 号。以下「水銀汚染防止法」といいます。）が制定、公布されました。その後

このほかの関連法令も整備されたことから、平成 28 年２月に日本も条約を締結しました。 

この度、今後の水銀汚染防止法の施行に向けてご理解を深めていただくために、水銀汚

染防止法に基づく措置の対象となる方々を主な対象とした説明会を開催します。 

 

２．開催日時・場所 

各会場とも、14：30～16：30 に開催します。詳細は「３．プログラム」をご参照くださ

い。 

 

平成 25 年 10 月、水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、水銀に関す

る水俣条約が採択されました。この水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するた

め、日本では平成 27 年に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」（平成 27 年

法律第 42 号）が制定、公布されました。 

本法の施行に向け、平成 29 年１月から２月にかけて、法律の内容等をご理解いた

だくために、本法に基づく措置の対象となる方々を主な対象とした説明会を全国７

都市で開催します。 

平成 28 年 12 月 6 日（火） 

環境省総合環境政策局環境保健部 

環境保健企画管理課水銀対策推進室 

代表 03-3581-3351 

直通 03-5521-8260 

室長   髙橋 一彰  （内 6353） 

室長補佐 中村 雄介  （内 6359） 

担当   五十嵐 祐介（内 6317） 

      大林 奈津子（内 6321） 

tsuizaki
別添２



 

開催都市 開催日 会場 

東京 平成 29 年１月 25 日（水） 

全日通霞が関ビル ８階 大会議室Ａ 

住所：千代田区霞が関３-３-３ 

http://www.neu.or.jp/html/map/  

仙台 平成 29 年２月６日（月） 

仙台市情報・産業プラザ ６階 セミナールーム

(２)  

住所：仙台市青葉区中央１-３-１  

http://www.siip.city.sendai.jp/netu/accessma

p.html 

名古屋 平成 29 年２月 13 日（月） 

AP 名古屋.名駅 ８階 B+C+D 室 

住所：名古屋市中村区名駅４-10-25  

https://www.tc-forum.co.jp/kansai-area/ap-

nagoya/na-base/ 

大阪 平成 29 年２月 14 日（火） 
CIVI 研修センター新大阪東 ５階 E５ HALL 

住所：大阪市東淀川区東中島１丁目 19 番４号 

http://www.civi-c.co.jp/access.html#higashi 

岡山 平成 29 年２月 15 日（水） 
オルガビル 地下１階 オルガホール 

住所：岡山市北区奉還町１-７− ７ 

http://okayama.coop/ps/ 

札幌 平成 29 年２月 21 日（火） 
札幌市教育文化会館 ３階 研修室 301 

住所：札幌市中央区北１条西 13 丁目 

http://www.kyobun.org/etc/access.html 

熊本 平成 29 年２月 24 日（金） 
ユースピア熊本 ２階 大ホール 

住所：熊本市中央区水前寺３-17− 15 

http://www.ks-kaikan.com/index_pc.cgi 

 

３．プログラム（予定） 

時間 説明会内容 

14:00～14:30 受付 

14:30～14:35 開会 

14:35～15:05 水俣条約の概要と条約締結のための国内法制度整備 



 

15:05～16:05 水銀汚染防止法の概要等 

16:05～16:30 質疑応答 

16:30 閉会 

 

４.参加申込み方法 

○対象者と人数 

・水銀汚染防止法に基づく措置の対象となる者 等 

（例：特定水銀使用製品を製造する者、水銀等を貯蔵する者、水銀含有再生資源

を管理する者） 

・各会場とも 100 名程度。 

 

○申込み方法 

・ 説明会への参加は無料ですが、事前登録の必要があります。申込書（エクセル

ファイル）に必要事項を記載し、「５．説明会に関する申込み・問合せ先」に

記載の説明会申込み用メールアドレスに送付してください。メールの件名に御

希望の会場名（例、会場名：東京）を御記入ください。 

    『水銀汚染防止法等に関する説明会 申込書』 

・各会場の説明会開催日の１週間前までに、参加証を送付いたします。（例：東京

会場（１月 25 日（水）開催）の場合、１月 18 日（水）までに参加証を送付） 

１週間前までに参加証が届かない場合は、「５．説明会に関する申込み・問合せ

先」の受付事務局まで御連絡ください。 

・各会場で定員に達し次第、期限前に受付を締め切ることがありますので、あらか

じめご了承下さい。 

 

○その他 

・申込書（エクセルファイル）は参加希望者１名様につき１ファイルずつお送りく

ださい。 

・申込書（エクセルファイル）のファイル名は変更せず、そのままお送りくださ

い。 

・参加希望者数が定員を超える場合は、同一組織からの参加者数を制限させていた

だく場合がございます。その際は各会場の説明会開催日の１週間前までに、ご

連絡差し上げます。 

 

○申込み締め切り  

・東京会場      平成 28 年 12 月 26 日（月）17 時まで（必着） 

  ・他会場（東京以外） 平成 29 年 １月 13 日（金）17 時まで（必着） 

 



 

５．説明会に関する申込み・問合せ先 

 ※本説明会の事務は、環境省からの請負業務として、株式会社エックス都市研究所が担

当いたします。 

 

（水銀による汚染の防止に関する法律（水銀汚染防止法）等に関する説明会 受付事務

局） 

株式会社 エックス都市研究所 

〒171-0033 東京都豊島区高田二丁目 17 番 22 号 目白中野ビル６階 

担当 西田孝史、末永遥己、阿南隆史、岡かおる 

電話 03-5956-7517 FAX 03-5956-7523 

説明会申込み用 E-mail hguketsuke@exri.co.jp 

 

なお、平成28年12月27日（火）～平成29年１月４日（水）は本説明会に関するお問い合わ

せには対応致しかねます。あらかじめご了承ください。 


